




リンク番号リンク番号

外国人の 人権
憲法には、外国人の基本的人権を保障することを明確
にした規定はなく、基本的人権の保障を規定した第 3章
が、「国民の権利及び義務」と題されていること等から、
憲法は、外国人の基本的人権を保障していないという考
えもかつてはあった。
しかし、憲法は、基本的人権について、単に国家が恩
恵として与えたものではなく、人間が人間であることに
よって生まれながらに有するものであるという立場に立
っていることから（ 0303 ）、外国人について基本的人権
が全く保障されないと解するのは妥当ではない。
判例（最大判昭 53.10.  4  ）は、「憲法第 3章の諸規定
による基本的人権は、権利の性質上日本国民のみをその
対象としていると解されるものを除き、我が国に在留す
る外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである」
としている。
（1）　参政権は保障されるか
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権
利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められ
る権利である。
したがって、国政への参政権（選挙権・被選挙権）の
保障は外国人には及ばない（公職選挙法 9条、10 条、
最判平  5   .  2  .26）が、市町村のように住民の生活に最も
密着した 地方自治体の選挙権は、法律によって、永住
資格を有する定住外国人に認めることもできるとされる
（最判平  7  .  2  .28）。
また、公務への就任についても、政府の公定解釈では

「公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公
務員」は日本国民に限るとされているが、最近では、こ
れを絞って解釈し、一定の職種に限って外国人の公務就
任権を認める地方自治体が増加している。

0401

0402

外国人・法人の人権
section

4

Pick Up

●外国人の人権

●法人の人権

外国人にも保障される人権
表現の自由、平等権 等

日本国民にのみ保障される人権
参政権、生存権 等

法人にも保障される人権
財産権、営業の自由 等

自然人にのみ保障される人権
生存権、身体を前提とする人身の自由 等

20 214　外国人・法人の人権

憲法・行政法

本書の使い方

section ごとに要点を pickup し
た図表が、理解の助けになります。

新 昇試
サブノート
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リンク番号リンク番号

人権の特性
（1）　固

こ
有
ゆう
性

人権は、憲法や天皇から恩
おん

恵
けい

として与えられるもので
はなく、人間であることにより当然に有する権利である。
これを「人権の固有性」という。
日本国憲法は、人権を「信託されたもの」（97 条）、

「現在及び将来の国民に与へられる」もの（11 条）と規
定しているが、これは天、造物主（神）、自然から信託
ないし付与されたものとして、人間が生まれながらに有
することを意味している。
（2）　不

ふ
可
か
侵
しん
性

「人権の不可侵性」とは、人権が、原則として、公権
力によって侵されないということを意味する。人権の不
可侵性もまた、憲法 11 条・97 条において「侵すことの
できない永久の権利」という文言に示されている。
なお、このことは、人権が絶対無制限であることを意

味するものではなく、一定の限界も有している（ 0308 ）。
（3）　普

ふ
遍
へん
性

人権は、人種・性・身分などの区別に関係なく、人間
であることに基づいて当然に享有することのできる権利
である。この「人権の普遍性」は、「国民は、すべての
基本的人権の享有を妨げられない」という憲法 11 条に
示されている。

人権の種類
（1）　自由権的基本権
自由権的基本権は、国家が個人の領域に対して権力的

に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活
動を保障する人権である。その意味で、「国家からの自
由」ともいわれる。「精神的自由権」「経済的自由権」
「人身の自由」がある。

0301

0302

0303

0304

基本的人権総論
section

3

Pick Up

●人権の種類

自由権

精神的自由

①思想・良心の自由（19条）
②信教の自由（20条）
③学問の自由（23条）
④表現の自由（21条）
⑤通信の秘密（21条）
⑥集会・結社の自由（21条）

経済的自由
①居住・移転の自由（22条）
②職業選択の自由（22条）
③財産権（29条）

人身の自由

①奴隷的拘束・苦役からの自由（18条）
②法定手続の保障（31条）
③被疑者の権利（33条~35条）
④被告人の権利（37条~39条）

受益権

①裁判を受ける権利（32条）
②請願権（16条）
③国家賠償請求権（17条）
④刑事補償請求権（40条）

社会権的基本権

①生存権（25条）
②教育を受ける権利（26条）
③勤労の権利（27条）
④労働基本権（28条）

参政権

①選挙権・被選挙権（15条、43条、44条）
②憲法改正国民投票権（96条）
③最高裁判所裁判官国民審査権（79条）
④公務員選定罷免権（15条）

その他
幸福追求権（13条）
①法の下の平等（14条）
②男女の本質的平等（24条）

8 93　基本的人権総論
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参照用のリンク番号を
付しています。

リンク番号により、参照箇所に素
早くたどり着くことができます。

重要部分は青太字に
なっています。
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法令略称一覧

か 警職法 警察官職務執行法

刑訴規則 刑事訴訟規則

刑訴法 刑事訴訟法

拳銃規範 警察官等拳銃使用及び取扱い規範

国賠法 国家賠償法

国民投票法 日本国憲法の改正手続に関する法律

国民保護法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

国公法 国家公務員法

さ 災対法 災害対策基本法

児福法 児童福祉法

銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法

精神保健福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

組織的犯罪処罰法 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

た 地公法 地方公務員法

地自法 地方自治法

通信傍受法 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

道交法 道路交通法

な 入管法 出入国管理及び難民認定法

は 犯捜規 犯罪捜査規範

犯罪被害給付法 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関

する法律

風営法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

暴力行為等処罰法 暴力行為等処罰ニ関スル法律

ま 酩酊者規制法 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律



憲法

憲法は自由の基礎法とも言われています。



日本国憲法の基本原理

天皇

基本的人権総論

外国人・法人の人権

幸福追求権

法の下の平等

参政権

公務員の人権

受益権

section

1
★

section

2
★★

section

3
★★

section

4
★★★

section

5
★★★

section

6
★

section

7
★

section

8
★★★

section

9
★

この章では、憲法を学ぶ上
で基本となる知識を中心に
扱います。
昇任試験との関係では、
SA・論文ともに、 4 、 5 、

8 が頻出です。
5 については、プライバシ
ー権や肖像権が頻出です。
犯罪捜査との関係がよく問
われています。

★は重要度を表します。

憲法総論



リンク番号

公務員の人権
section

8

Pick Up

●公務員の人権

●労働基本権の制限

労働者としての権利に制限がある

公共の利益＝国民
奉仕

公務員

公務員は全体の奉仕者である➡勤労者であると同時に奉仕者
15条 2項

肯定　 否定　 制限
公務員の種類 団結権 団体交涉権 争識権

警察官、消防職員、海上保安庁職員、
刑事施設職員、自衛隊員
非現業の国家公務員及び地方公営企
業職員以外の地方公務員
現業の国家公務員、行政執行法人職員
（印刷、造幣等）、地方公営企業職員

※交渉はできるが、労働協約は締結できない。

36



リンク番号

公務員の人権
公務員も国民であるから、当然に憲法で保障される人
権の主体である。
しかし、公務員については、公務に携わるものである
というその地位の特殊性から、法律上一般の国民とは異
なる人権の制約がなされている。

政治活動の自由の制限
政治活動の自由は、表現の自由（21 条）の一環とし
て国民に保障されるものである。
（1）　国家公務員に対する制限
国公法 102 条は、
○�　公務員が政党又は政治目的のために、寄

き

附
ふ

金
きん

その他
の利益を求め、又は受領すること等
○　人

じん

事
じ

院
いん

規
き

則
そく

で定める政治的行為を行うこと
○　公選による公職の立候補者になること
○�　政党その他の政治的団体の役員、政治的顧

こ

問
もん

等にな
ること
を禁止しており、その違反については、懲

ちょう

戒
かい

処
しょ

分
ぶん

（同法
82 条）、刑罰による制裁（同法 110 条 1 項 19 号）が定
められている。
（2）　地方公務員に対する制限
地方公務員についても同様に、地公法 36 条において
政治活動の自由の制限がなされ（国家公務員に比べ禁止
の範囲・程度は小さい。）、違反に対しては、懲戒処分が
定められている（同法 29 条 1 項 1 号。ただし、刑事制
裁はない。）。
（3）　公務員の政治活動の自由の制限についての判例
公務員は「全体の奉仕者」（憲法 15 条 2 項）として、
行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保する
ために政治的に中立であることを要し、そのための合理

0801

0802

0803

0804

378　公務員の人権



リンク番号

的で必要やむを得ない限度での政治活動の自由の制約は
許されるものとしている（最大判昭 49.11.��6��）。

労働基本権の制限
（1）　労働基本権
憲法 28 条が定める労働基本権とは、「団結権」「団体

交渉権」「団体行動権」の三権をいう。
①　団結権
団結権とは、個々の労働者が、労働組合を結成するこ

となどにより団結する権利をいう。
②　団体交渉権
団体交渉権とは、労働者が、労働組合を通じて、使用

者に対し賃金その他労働条件などについて交渉する権利
である。
③　団体行動権
団体行動権とは、これらの労働組合の活動に必要な行

動をとる権利をいう。例えば、ストライキ等の争議活動
を行うことは、この団体行動権の一環として保障される
（争議権）。
（2）　公務員の労働基本権の制限
労働基本権は、労働の対価として賃金を得ている者

（=勤労者）に保障されるため、本来、公務員にも保障
されるものであるが、現行法上、公務員の労働基本権は
広く制限されている。
①警察官、消防隊員、自衛隊員等について
労働三権の全てが否定されている（地公法 37 条、52

条 5項、国公法 98条 2項、108 条の 2第 5項、自衛隊法
64 条）。
②非現業の公務員について
団体交渉権と争議権が否定されている（地公法 37 条、

52 条 3項、55 条 2項、国公法 108 条の 2第 3項、108 条
の 5第 2項、98 条 2 項）。

0805

0806

38



リンク番号

③現業の公務員について
争議権が否定されている（地公法 37 条、国公法 98 条
2 項）。
（3）公務員の労働基本権の制約についての判例
◯�　公務員は全体の奉仕者であり、公務員の争議行為
はその地位の特殊性及び職務の公共性に反し、国民
全体の利益に重大な影響を与えるおそれがある
◯�　公務員の勤務条件は、国会の制定する法律によっ
てなされるのであるから、公務員が争議行動を行う
ことは議会の立法権を害するおそれがある
◯�　公務員には、市場原理による抑制が働かず、争議
行為の歯止めとなるものがない
◯�　人事院をはじめ、人権の制限の代償制度が整備さ
れている
として、憲法に反しないと判断した（最大判昭

48.��4��.25）。
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思想・良心の自由

信教の自由

表現の自由①（総論）

表現の自由② 
（知る権利、検閲の禁止）

表現の自由③ 
（報道の自由と取材の自由）

集会・結社の自由

通信の秘密

section

10
★★

section

11
★

section

12
★★★

section

13

★★★

section

14

★★★

section

15
★★

section

16
★★★

精神的自由は、自由権の中
でも重要と言われており、
昇任試験での出題も多くな
っています。
特に、表現の自由では様々
な問題が出題されます。
12では、表現の自由の総論
を扱います。
13では、知る権利と検閲の
禁止について扱います。
14では、報道・取材の自由
と公務員の守秘義務の関係
について扱います。報道・
取材の自由と公務員の守秘
義務の関係については、
SA・論文ともに頻出とな
っています。

★は重要度を表します。

精神的自由



居住・移転等の自由

財産権

国民の義務

section

17
★

section

18
★

section

19
★

経済的自由と国民の義務は
密接に関連するものではな
いですが、章立ての都合上
この章で取り扱います。
この章では、基本的な用語
の意味を理解できていれば
よいでしょう。

★は重要度を表します。

経済的自由、国民の義務



適正手続の保障

逮捕に対する保障

抑留・拘禁に対する保障

住居侵入、捜索・押収に 
対する保障

被告人の権利

黙否権・自白の証拠能力

section

20
★★★

section

21
★★★

section

22
★★★

section

23

★★★

section

24
★★★

section

25
★★★

この章で扱う人身の自由
は、警察実務と直接に関わ
る面が多く、昇任試験の出
題率ナンバーワンとなって
いますので、非常に重要で
す。
22では逮捕における令状主
義、 23では捜索・差押えに
おける令状主義、 24では被
告人の権利、 25では自白排
除法則と補強法則が頻出で
す。
その他のsectionも、SA・
論文どちらにも重要なもの
が目白押しです。
しっかり対策していきまし
ょう。

★は重要度を表します。

人身の自由



国会の地位と活動

議院の組織と権能

衆議院の優越

国会議員の特権

section

26
★★

section

27
★★

section

28
★★

section

29
★★

この章では、立法府である
国会について扱います。
27では、国会の種類と会期
について扱います。
29では、衆議院にどのよう
な場面でどの程度の優越が
認められているのか、場合
を分けて説明できるように
しましょう。特に、両院協
議会の開催の必要性は問わ
れやすいところです。
国会議員の特権についても
出題が見られます。国会議
員はどのような特権を持
ち、その保障がどこまで及
ぶのか整理しましょう。

★は重要度を表します。

国会



内閣の地位と組織

内閣の権能

内閣総理大臣・ 
国務大臣の地位と権能

衆議院の解散 
と内閣総辞職

section

30
★★

section

31
★★

section

32

★★

section

33

★★

この章では、行政府である
内閣について扱います。
内閣の地位と権限と、内閣
総理大臣・国務大臣の地位
と権限については、混同し
やすいところなので、整理
して覚えましょう。
衆議院の解散について、ど
のような手続がとられて解
散及び内閣総辞職に至るの
か、説明できるようにしま
しょう。

★は重要度を表します。

内閣



司法権の意義と裁判所

司法権の限界

違憲立法審査権

section

34
★★

section

35
★

section

36
★

この章では、司法府である
裁判所について扱います。
昇任試験に関して言えば、
出題は多くはありません。
裁判官の身分保障、最高裁
判所の権限、違憲審査権が
及ぶ範囲等について確認し
ておきましょう。

★は重要度を表します。

裁判所



財政

地方自治

憲法改正

section

37
★

section

38
★

section

39
★★

３テーマをこの章で扱いま
す。
憲法改正は、SA・論文と
もに出題実績が多数あるの
で要注意です。
憲法改正を行うにはいかな
る手続が必要か、順を追っ
て説明できるようにしまし
ょう。

★は重要度を表します。

財政、地方自治、憲法改正



行政法

行政法では、犯罪捜査や被疑者逮捕等以外
の警察活動を広く学びます。



行政処分

瑕疵ある行政処分

即時強制

行政上の強制執行

国家賠償法

section

40
★

section

41
★

section

42
★

section

43
★

section

44
★★

この章で取り扱う内容は、
昇任試験での出題が多くは
ないところですが、 42と 44

は出題が散見されるテーマ
ですので、確認しておいて
ください。
42では、警察官が職務上と
り得る手段の性質が即時強
制に当たるものか否かをま
とめています。
44では、国家賠償責任がど
のような場合に発生するの
か、要件ごとに整理してお
きましょう。

★は重要度を表します。

行政法総論



地方公共団体及び 
その事務

地方公務員の服務

地方公務員の分限処分・ 
懲戒処分

section

45

★

section

46
★★★

section

47

★★★

この章で扱う内容のうち、
特に簡記論文では、服務や
分限・懲戒等、地方公務員
法の出題頻度が高いです。
46、 47 のPickUpの 図 表
を利用するなどして、書く
ことをまとめましょう。
46では、地方公務員が負う
服務上の義務について扱い
ます。
47では、地方公務員の分限
処分・懲戒処分について扱
います。

★は重要度を表します。

地方自治法、地方公務員法



警察の責務

公安委員会

都道府県警察の経費

警察署協議会

苦情の申出

都道府県警察相互間の 
関係①（援助の要求）

都道府県警察相互間の関係②
（管轄区域の境界周辺におけ
る事案に関する権限）

都道府県警察相互間の関係③（広
域組織犯罪等に関する権限）

都道府県警察相互間の関係④ 
（管轄区域外における権限）

section

48
★★

section

49
★★

section

50
★★

section

51
★★

section

52
★★

section

53

★★★

section

54

★★★

section

55

★★

section

56

★★

この章では警察法について
扱います。
勉強が単純暗記になりがち
な警察法に、苦手意識を感
じている方も多いかと思い
ます。
説明を読むだけでは分かりづ
らい分野は、PickUpの図表
等に自分が間違いやすい知識
を書き込んだり、マーカーを
引いたりしてみましょう。記
憶が定着していくはずです。

★は重要度を表します。

警察法

都道府県警察相互間の関係⑤ 
（事案の共同処理等に係
る指揮）

広域組織犯罪等 
に対応するための措置

緊急事態の特別措置

section

57

★★

section

58

★★

section

59
★★



自動車検問

職務質問

所持品検査

任意同行

凶器捜検（身体捜検）

保護①（保護の対象）

保護②（保護の実施）

危険時の措置

犯罪の予防・制止①（警告）

犯罪の予防・制止②（制止）

危険時の立入り

section

60
★★★

section

61
★★★

section

62
★★★

section

63
★★★

section

64
★★★

section

65
★★★

section

66
★★★

section

67
★★★

section

68
★★★

section

69
★★★

section

70
★★★

この章で扱う警職法は、どの
section も非常に重要で、
SA・論文を問わず繰り返し
出題される分野です。
警察官が、どのような場合
に、どのような手段を、ど
のような態様でとることが
できるのか、しっかり整理
しておきましょう。

★は重要度を表します。

警察官職務執行法

公開の場所への立入要求

人に危害を与えない態様
での武器の使用

人に危害を与える態様で
の武器の使用

section

71
★★★

section

72

★★★

section

73

★★★



リンク番号

凶器捜検（身体捜検）
section

64

●凶器捜検

●凶器捜検（警職法）と凶器の捜索（刑訴法）の違い

Pick Up

対象
刑事訴訟に関する法律により逮捕（拘束）されている者の身体

⇒刑訴法の逮捕だけでなく勾引状の執行等も含む

行えること
凶器を所持しているかどうかを調べることができる
⇒凶器には、性質上の凶器と用法上の凶器が含まれる
⇒即時強制である　　　　　　　　　　　　　　　　

警職法による凶器搜検 刑訴法による凶器の捜索
根拠 警職法2Ⅳ 刑訴法220Ⅰ②、Ⅲ
性質 即時強制 強制捜査

目的
【行政目的】

警察官への危険防止と
被逮捕者の自傷防止

【司法目的】
被疑事件の証拠物の収集保全

場所 制限なし 逮捕の現場

程度 原則として着衣の上から
徹底した捜索ができる
（身体検査も可）

凶器発見時の措置
必要な範囲内で、強制的に
取り上げて一時保管可

証拠物として差押え可

274



リンク番号

凶器捜検の意義
警職法 2 条 4 項は、「警察官は、刑事訴訟に関する法

律により逮捕されている者については、その身体につい
て凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」
と規定しており、刑事訴訟に関する法律により逮捕され
ている者の身体について、凶器発見のための捜検を行う
権限を定めている。身体捜検とも呼ぶ。

この権限は、
○警察官の危険防止
○被逮捕者の自傷行為の防止

のための即時強制として認められたものであり、相手方
の承諾の有無にかかわらず、強制的に行うことができる。

逮捕
刑訴法による「逮捕」には、通常逮捕・緊急逮捕・現

行犯逮捕の 3 種があるが、警職法 2 条 4 項にいう「逮
捕」とは、その趣旨から考えて、刑事訴訟に関する法律
に基づく身柄の拘束全てを意味する。

したがって、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕された
者のほか、勾引状・勾留状・鑑定留置状・収容状の執行
を受けた者、さらに、保釈・勾留執行停止の取消し又は
失効、勾留執行停止期間の満了等による収容のため身柄
を拘束された者も、本項の凶器捜検の対象となる。

また、「逮捕されている者」が対象であることから、
私人が現行犯逮捕して警察官が引渡しを受けた場合も、
これに含まれる。

なお、捜検を行う場所は、逮捕の現場に限られない。

凶器
「凶器」とは、社会通念上、人を殺傷するに足りる性

能を有する器具をいう。

6401
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「凶器」には、
① その物の本来の性能が人を殺傷するに足りるもの又

はその用途が人を殺傷するに足りるもの（性質上の
凶器）

② その物の本来の性能・用途は人を殺傷するものでは
ないが、その用法によっては人を殺傷することがで
きるもの（用法上の凶器）

があるが、ここではその両者を含む。
なお、①の例としては、小銃・拳銃その他の銃砲、や

り・刀・なぎなた等の刀剣類、包丁、かみそり、火炎び
ん、爆薬、火薬、催涙弾、目潰し等、②の例としては、
鉄棒、こん棒、バット、木刀、爆竹、ペンチ等が挙げら
れる。

実力行使の限界
警職法 2 条 4 項は、強制手段として取り調べる権限を

定めたものであって、相手方の承諾は必要ではなく、実
力をもって凶器の有無を点検することができる。

ただし、この規定は、証拠保全のための身体検査を定
めたものではなく、「警察官の危険防止」及び「相手方
の自傷防止」のため、令状なくして凶器を点検すること
を定めたものであるから、その強制力も、この目的達成
のために必要な限度で用いるべきものである。

したがって、相手方を裸にして調べることまでは許さ
れず、通常は衣服の上から調べれば足り、必要な場合に
上衣を脱がせ、あるいは懐

かい

中
ちゅう

、ポケット、腹巻、靴等の
中を調べるのが限度であるとされている。

また、証拠保全のための捜索・差押えや身体検査の必
要がある場合には、令状を得て、又は逮捕の現場におけ
る捜索・差押えとして行わなければならない。

6404
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凶器を発見した場合の措置
凶器の有無を調べてこれを発見した場合、本人が承諾

すればこれを保管することはもちろん可能であるが、強
制的に取り上げて保管することについては、警職法上の
規定はない。

しかし、警察官の危険防止・相手方の自傷防止という
目的のために必要な範囲内で、強制的にこれを取り上げ、
保管することは許されると解されている。

刑訴法上も、逮捕するという身柄拘束の当然の効果と
して、強制的に取り上げ、保管することができると解さ
れており、また、凶器が証拠物件であれば、差し押さえ、
又は領置することができる。
�
刑事訴訟に関する法律以外の法律に基づく身
柄拘束の場合

警職法 2 条 4 項は、刑事訴訟に関する法律により身柄
を拘束された者についての規定ではあるが、身柄を拘束
できるのは、これらによる場合だけではない。

警職法 3 条 1 項 1 号による保護（ 6501 〜）、警職法 5
条による制止、少年法による同行（11 条〜13 条）、児童
福祉法 33 条による一時保護等は、いずれも刑事訴訟に
関する法律以外の法律に基づいて強制的に身体を拘束す
るものである。

このように、身体拘束の規定がある場合には、その法
規の定める目的を達成する限度で、凶器類を強制的に調
べて取り上げ、これを保管することができると解されて
いる。

6405
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